
市　民　し　ん　ぶ　ん　西京区版　　 第１８６号　　平成23年６月１5日　（4）

再生紙・大豆油インクを使用しています

　内容　�気軽に参加できる社交ダンスのパー
ティー

　 申 7月1日㈮～15日㈮に電話か来所で。
　　　先着30名（見学のみは申込み不要）。

■西京図書館 （☎392・5558）
　◎お楽しみ会　7月9日㈯15時～
　　＊絵本の読み聞かせ
　　＊紙芝居「スイッチにんじゃ」
■洛西図書館 （☎333・0577）
　◎お楽しみ会　7月16日㈯15時半～

■西京老人福祉センター（☎392・4705）
　◎すこやか講座
　日時　7月14日㈭14時～15時
　内容　講話「高齢者と肺炎」
　講師 　京都桂病院呼吸器内科部長
　　　　西村尚志氏
　　当日直接センターへ。
■洛西老人福祉センター（☎335・0766）
　◎サマーダンスパーティー
　日時　7月29日㈮₉時半～12時

　　＊絵本の読み聞かせなど
■移動図書館 「こじか号」 巡回 （☎801・4196）
　�【6月23日㈭】☆10時～10時40分：桂東小学校、
☆11時20分～11時50分：右京の里集会所北側、
☆13時～13時半：大原野小学校
　�【7月6日㈬】☆10時～10時半：松尾小学校、
☆10時50分～11時50分：嵐山東小学校

■ 市立芸大伝音セミナー
　「三代目常盤津松尾太夫を聴く」
　日時　7月7日㈭14時半～16時半
　場所　日本伝統音楽研究センター（芸大内）
　内容　�珍しいＳＰレコード等の鑑賞と解説。

先着50名。
　問 市立芸大事業推進担当�（☎334・2204）

組を行っています。
　�　日頃から地域のために何か活動したいと考
えておられる方は、健康づくりのために力を
発揮してみませんか。

■特定疾患医療受給者票の継続手続
　�　特定疾患医療受給者票をお持ちの方は、7
月29日(金)までに継続の手続をお済ませくだ
さい。

　手続に必要なもの
　　�現在お持ちの受給者票、申請書、臨床調査

個人票、健康保険証の写し、印鑑、生計中
心者の前年所得税額を証明する書類、医師
の意見書（一部の方）、重症申請書、診断書
（重症認定の方）、同意書（一部の方）、市・
府民税課税証明書（一部の方）

　申・問  保健センター健康づくり推進課
(☎392・5690)

支所健康づくり推進室（☎332・8140）
■市民困りごと無料相談会
　�　行政書士が、遺言・相続、成年後見、クー
リングオフ、交通事故等に関するご相談に応
じます。

　日時　７月19日（火）13時半～16時
　※奇数月の第３火曜日に開催
　場所　区役所小会議室
　問 京都府行政書士会第３支部�（☎393・8312）

　問 区役所保険年金課�（☎381・7406）
支�所�保�険�年�金�課�（☎332・9297）

■夏季特別生活相談と特別生活資金貸付
　�　病気や不測の事故などで、お盆の時期に生
活が困難な世帯を対象に、生活相談を行います。
　�　生活相談の結果、必要と認められる世帯に
は、資金の貸付けを行います。

　相談日時　7月8日（金）～13日（水）
（土、日を除く。）
9時～11時半、13時～15時

　場所　区役所・支所の福祉介護課
　相談に必要なもの
　　�印鑑、健康保険証など住所と家族構成を証

明できるもの
　貸付けの内容
　①�1人当たり3万円を目安として1世帯15万円

まで
　②担保・保証人不要、無利子
　③返済は2年以内（原則、均等月賦）
　貸付日　7月25日（月）
　貸付けの対象とならない世帯
①ボーナスなどの臨時収入がある世帯、他の
貸付けを受けられる世帯
②生活保護受給世帯
③中国残留邦人などに対する支援の受給世帯
④以前に夏季・歳末貸付を受け、未償還の
世帯（相談時点で8割以上を償還しており、
貸付日までに全額を返済した世帯を除く。）
⑤償還能力に欠けると認められる世帯

　申・問  区役所福祉介護課(☎381・7642)
支所福祉介護課（☎332・9194）
市地域福祉課（☎251・1175）

■健康づくりサポーター養成講座
　�　保健センターでは、地域における健康づく
りを応援する市民ボランティアを養成する取

■認定長期優良住宅に係る固定資産税の新築減
　額
　�　平成24年3月31日までに新築され、一定の
要件を満たす認定長期優良住宅については、
床面積120㎡までの部分の税額が下表の期間、
2分の１に減額されます。長期優良住宅の認
定通知書を添付のうえ、新築された年の翌年
の1月31日までに申告してください。
認定長期優良住宅 5年間
認定長期優良住宅のうち３階建て以上の
耐火建築物又は準耐火建築物

7年間

　問 区役所固定資産税課�（☎381・7342）
支所課税課�（☎332・9172）

■国民健康保険、後期高齢者医療のお知らせ
　◆国保の保険料納入通知書の送付
　�　平成23年度分の保険料納入通知書を6月中
旬にお送りします。納付は便利な口座振替を
ぜひご利用ください。
　�　特別徴収（年金からの引き落とし）による
納付をされている方で口座振替への変更を希
望される場合は、金融機関にお申込みのうえ、
納付方法変更申出書を保険年金課に必ずご提
出ください。
　�　なお、保険料の納付が困難な特別な事情が
あるときは、減額される場合がありますので、
７月末までにご相談ください。それ以降は、
減額できる額が少なくなります。ご注意くだ
さい。

　◆後期高齢者医療の新しい保険証の送付
　�　新しい保険証を7月末までにお送りします。
8月1日以降は、現在お持ちの保険証は使用で
きません。新しい保険証を提示せずに受診さ
れた場合は、いったん医療機関等の窓口で医
療費の全額をお支払いいただくことがありま
すので、ご注意ください。

日時
7月6日㈬

13時半～15時半
7月7日㈭

13時半～15時半

場所 洛西支所2階大会議室

内容
竹エクササイズに�
よる健康づくり

健康づくりサポータ
ーについての講話

対象 区内在住で2回とも参加できる方

費用 無料

申・問 6月22日㈬から支所健康づくり推進室
（☎332・8140）に電話で。先着15名。
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